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「新宿区無電柱化推進計画」（素案）からの主な変更点 

「新宿区無電柱化推進計画」（素案）からパブリック・コメント等を踏まえて修正します。 

主な変更点は以下のとおりです。（簡易な変更や文言整理などは除いています。） 
 

番号 ページ 案（変更後） 素案（変更前） 変更事由 

１ 目次  

参考資料 ..................................................................................................................................................................................... ２１ 

１ 無電柱化の推進に関する法律・国の無電柱化推進計画........................................................................ ２２ 

２ 東京都無電柱化推進条例・東京都無電柱化計画....................................................................................... ２４ 

３ 欧米主要都市と日本の現状.................................................................................................................................... ２６ 

４ 無電柱化の整備手法................................................................................................................................................... ２７ 

５ 整備方式別無電柱化状況......................................................................................................................................... ２９ 

６ 整備対象路線（無電柱化の推進に関する基本的な方針を踏まえた選定）................................ ３１ 

７ 無電柱化チャレンジ支援事業制度..................................................................................................................... ３８ 

８ 都市開発諸制度の活用.............................................................................................................................................. ３９ 

 

 パブコメ No.６ 

「目次に、参考資料と記

すだけでなく、項目を記

載してください」との趣旨

の意見を踏まえ修正 

 

２ P１ ■「無電柱化の推進に関する法律」及び国の「無電柱化推

進計画」の概要は、ｐ22 参考資料１を参照 

■「東京都無電柱化推進条例」及び「東京都無電柱化計画」

の概要は、ｐ24 参考資料２を参照 

 

記載なし 

 

パブコメ No.７ 

「本文の説明として参考

資料に説明があるもの

は、本文中に注釈を記

載してください」との趣旨

の意見を踏まえ修正 

３ P３ ■ 各無電柱化の整備手法の詳細は、ｐ27 参考資料４を

参照 

 

記載なし 

４ P７ ■ 整備方式別の無電柱化状況図は、ｐ29 参考資料５を

参照 

 

記載なし 

５ P７ ■ 既存ストック方式の詳細は、ｐ９第 3 章 3 項を参照 

 

記載なし 

資料２ 

参考資料 ............................................................................................................................................................ ２１

用語解説 ............................................................................................................................................................ ３８
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番号 ページ 案（変更後） 素案（変更前） 変更事由 

６ Ｐ１３ ■ 整備対象路線の選定についての詳細は、ｐ31 参考資

料６を参照 

 

記載なし パブコメ No.７ 

「本文の説明として参考

資料に説明があるもの

は、本文中に注釈を記

載してください」との趣旨

の意見を踏まえ修正 

 

７ Ｐ１８ ■ ソフト地中化方式の概要は、ｐ27 参考資料４を参照 

 

記載なし 

８ P１９ ■「無電柱化チャレンジ支援事業制度」の概要は、ｐ38

参考資料７を参照 

 

記載なし 

 

９ P１９ ■ 都市開発諸制度の活用については、ｐ39 参考資料８

を参照 

 

記載なし 
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番号 ページ 案（変更後） 素案（変更前） 変更事由 

１０ P２２ 

 

 

記載なし パブコメ No.６８ 

「参考資料の充実をお願

いします」との趣旨の意

見を踏まえ修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 無電柱化の推進に関する法律の概要 】 

 １ 目的 

災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化の

推進に関し、基本理念、国の責務等、推進計画の策定等を定めることにより、施策を総

合的・計画的・迅速に推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、国民経済の健全な

発展に貢献する。 

 ２ 基本理念 

  ①国民の理解と関心を深めつつ無電柱化推進 

  ②国・地方公共団体・関係事業者の適切な役割分担 

  ③地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に貢献 

 ３ 国の責務等 

  ①国：無電柱化に関する施策を策定・実施 

  ②地方公共団体：地域の状況に応じた施策を策定・実施 

  ③事業者：道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、技術開発 

  ④国民：無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力 

 ４ 無電柱化推進計画（国土交通大臣） 

  基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画を策定・公表 

 ５ 都道府県・市町村無電柱化推進計画 

  都道府県・市町村の無電柱化推進計画の策定・公表（努力義務） 

 ６ 無電柱化の推進に関する施策 

  ①広報活動・啓発活動   ②無電柱化の日（１１月１０日） 

  ③国・地方公共団体による必要な道路占用の禁止・制限等の実施 

  ④道路事業や面開発事業等の実施の際、関係事業者は、これらの事業の状況を踏まえ

つつ、道路上の電柱・電線の新設の抑制、既存の電柱・電線の撤去を実施 

  ⑤無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進、成果の普及 

  ⑥無電柱化工事の施工等のため国・地方公共団体・関係事業者等は相互に連携・協力 

  ⑦政府は必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を実施 
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【 国が掲げる無電柱化の推進に関する目標 】 

 無電柱化の必要性の高い区間から重点的に無電柱化 

 2018 年度から 2020 年度までの３年間で約 1,４００ｋｍを無電柱化 

①防災 

〇都市部(DID)内の第１次緊急輸送道路 ： 無電柱化率 34%→42% 

②安全・円滑な交通確保 

〇バリアフリー化の必要な特定道路  ： 無電柱化率 15%→51% 

③景観形成・観光振興 

〇世界文化遺産周辺の地区を代表する道路 ： 無電柱化率 37%→79% 

〇重要伝統的建造物群保存地区を代表する道路 ： 無電柱化率 26%→74% 

〇景観法に基づく景観地区等を代表する道路 ： 無電柱化率 56%→70% 

④オリンピック・パラリンピック関連 

〇センター・コア・エリア内の幹線道路 ： 無電柱化率 92%→完了 

 

番号 ページ 案（変更後） 素案（変更前） 変更事由 

１１ P２３ 

 

 パブコメ No.６９ 

「国の無電柱化推進計

画の記載内容は、目標

だけでなく概要が分かる

よう記載してください」と

の趣旨の意見を踏まえ

修正 

 

 

 
 

 

【 国の無電柱化推進計画の概要 】 

１ 基本的な方針 

  増え続ける電柱を減少に転じさせる歴史の転換期とする 

  ○無電柱化対象路線 

   ①防災         ②安全・円滑な交通確保  

③景観形成・観光振興  ④ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連 

  ○無電柱化の手法 

   ①地中化方式 

    電線共同溝方式、自治体管路方式、要請者負担方式、単独地中化方式 

   ②地中化方式以外の手法 

    軒下配線方式、裏配線方式 

 

２ 無電柱化推進計画の期間 

 2018 年度から 2020 年度までの３年間 

 

３ 無電柱化の推進に関する目標 

  ①防災 

   ・都市部（DID）内の第 1 次緊急輸送道路    34％→42％ 

  ②安全・円滑な交通確保 

   ・バリアフリー化の必要な特定道路       15％→51％ 

  ③景観形成・観光振興 

   ・世界文化遺産周辺の地区を代表する道路    37％→79％ 

   ・重要伝統的建造物群保存地区を代表する道路  26％→70％ 

   ・景観法に基づく景観地区等を代表する道路   56％→70％ 

  ④ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連 

   ・センター・コア・エリア内の幹線道路     92％→完了 

 

 

４ 総合的かつ計画的に講ずべき施策 

  Ⅰ.多様な整備手法の活用、コスト縮減の促進 

  Ⅱ.財政的措置 

  Ⅲ.占用制度の的確な運用 

  Ⅳ.関係者間の連携の強化 

 

５ 施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項 

  Ⅰ.広報・啓発活動 

  Ⅱ.地方公共団体への技術的支援 

 

【無電柱化率】 

【電線共同溝整備率】 

※上記の目標を達成するには、約 1,400km の無電柱化が必要。 
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番号 ページ 案（変更後） 素案（変更前） 変更事由 

１２ P２４ 

 

記載なし パブコメ No.１８ 

「東京都無電柱化推進

条例の概要を、参考資

料に記載してください」と

の趣旨の意見を踏まえ

修正 

 

 

 
 

１３ P２７  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載なし パブコメ No.６２ 

「ソフト地中化方式の概

要を入れてください」との

趣旨の意見を踏まえ修

正 

 

 

【 東京都無電柱化推進条例の概要 】 

 

１ 目的 

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出に向

けて、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために制定

された条例。 

  ２ 基本理念等 

①都民の理解と関心を深めつつ、都、区市町村及び関係事業者の連携並びに都民の

協力の下に、無電柱化を推進 

②地域住民の意向を踏まえつつ、良好な街並みの形成に資するよう実施 

３ 責務規定等 

 ①都：無電柱化の推進に関する施策を策定し、実施 

 ②関係事業者；道路上の電柱又は電線の設置抑制及び撤去並びに技術開発 

 ③都民：都が実施する施策に協力（努力義務） 

４ 東京都無電柱化計画 

 基本的な方針、目標等を定めた東京都無電柱化計画を策定し、公表 

５ 無電柱化の推進に関する施策 

 ①広報活動及び啓発活動の充実 

 ②道路法第３７条第１項の規定による道路占用の禁止又は制限等 

 ③無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進及び普及 

 

（出典：東京都電線共同溝整備マニュアル）

図 ソフト地中化方式イメージ図 

ソフト地中化方式とは、

地上機器を道路上に設置

できない道路において、

変圧器等を支柱上に配置

する地中化方式 

管路取付桝 

柱体接続桝 

高圧分岐桝 

支持柱 

(柱状型機器) 
電力高圧管 

電力低圧引込管 

電力高圧管 

電力高圧管 

供用 FA 管 

ボディ管 

供用 FA 引込管 

電力低圧引込管 

特殊部Ⅱ型 

供用引込管(通信) 

電力低圧管 
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番号 ページ 案（変更後） 素案（変更前） 変更事由 

１４ P２９   パブコメ No.７１ 

「区の無電柱化の取組

み状況が分かるように、

表中に整備期間を記載

してください」との趣旨の

意見を踏まえ修正 

 

１５ P３３ 

 

 パブコメ No.７２ 

「災害拠点病院とのアク

セス道路が図面に記載

されていません」との趣

旨の意見を踏まえ修正 
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番号 ページ 案（変更後） 素案（変更前） 変更事由 

１６ P３４ 

  

パブコメ No.７２ 

「災害拠点連携病院との

アクセス道路が図面に

記載されていません」と

の趣旨の意見を踏まえ

修正 

 
 

１７ P４１ 社会資本整備総合交付金 

国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの

交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高

く、創意工夫を生かせる総合的な交付金。（平成２２年度

創設） 

社会資本整備総合交付金 

国土交通省が所管する補助金を一括化した総合的な交

付金。 

パブコメ No.８４ 

「社会資本整備総合交

付金の用語解説がわか

りにくいので再考してくだ

さい」との趣旨の意見を

踏まえ修正 
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番号 ページ 案（変更後） 素案（変更前） 変更事由 

１８ P４２ 新宿区緊急道路障害物除去路線 

災害発生時には、道路上に落下物、倒壊した電柱、家屋及

び放置された自動車などの障害物が散乱し、また、道路の

陥没や亀裂などにより、被災者の救援救護活動はもちろん

緊急物資の輸送に支障をきたすおそれがある。このため、

国、都及び区は、災害時における輸送路を確保するため、

緊急道路障害物除去路線を選定し、これらの道路上の障害

物の除去や亀裂などの応急補修を他の道路に先がけて行

うこととする。 

※区の選定基準 

災害時における救援救護活動を円滑に行うため、救急医療

機関や避難所等の各拠点を結ぶ路線を選定する。第１次、

第２次で優先順位が定められている。 

 

記載なし パブコメ No.３４ 

「緊急道路障害物除去

路線の説明が用語解説

にありません」との趣旨

の意見を踏まえ修正 

 

１９ P４３ 東京都緊急道路障害物除去路線 

原則として上下各一車線を確保し、避難・救護・救急対

策等のための震災後初期の緊急輸送機能の回復を図るた

めに、道路損壊、崩土、道路上への落下倒壊物、放置さ

れた車両などの交通障害物により通行不可能となった道

路において、障害物除去や簡易な応急復旧作業を優先的

に行う、あらかじめ指定された路線。第１次、第２次、

その他で優先順位が定められている。 

記載なし パブコメ No.３４ 

「緊急道路障害物除去

路線の説明が用語解説

にありません」との趣旨

の意見を踏まえ修正 
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番号 ページ 案（変更後） 素案（変更前） 変更事由 

２０ P４６   パブコメ No.１９ 
「各計画の策定年度を記

載してください」との趣旨

の意見を踏まえ修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 説明 

東京都無電柱化計画 都の無電柱化事業の今後 10 年間（平成 30 年度から平成

39 年度まで）の基本方針や目標を定めた計画です。 

新宿区基本構想 平成 37（2025）年の新宿を想定し、区の基本理念、め

ざすまちの姿、まちづくりの基本目標、区政運営の基本姿

勢を示しています。 

新宿区総合計画 平成 30（2018）年度～平成 39（2027）年度の 10 年

間を計画期間として、基本構想を実現するための区の基本

的施策の方向性や、都市計画に関する基本的な方針等を体

系的に示しています。 

新宿区まちづくり長期計画 これまでの「都市マスタープラン」を見直し、新たに「ま

ちづくり戦略プラン」を加えて「まちづくり長期計画」と

して平成 29（2017）年 12 月に策定され、今後の新宿

区におけるまちづくりのロードマップとなっています。 

新宿区地域防災計画 自助・共助・公助の適切な連携により、防災力の向上を図

り、区の地域及び住民の生命・身体・財産を災害から守る

ことを目的として、災害対策基本法第 42 条に基づき、新

宿区防災会議が作成した防災計画です。 

交通バリアフリー基本構想 誰もが、公共交通機関をつかった移動をし易くするための

交通バリアフリー化を進める必要があり、「高齢者、身体

障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進

に関する法律」に基づき、新宿区における交通バリアフリ

ーの基本構想を示しています。 

新宿区景観まちづくり計画 区民にとっても、また、新宿を訪れる人にとっても、歩く

のが楽しくなる、『美しい新宿』をつくっていくため、地

域特性に応じた景観形成基準を定め、特色ある景観づくり

を誘導するための計画として定めています。 

 

計画 説明 

東京都無電柱化計画 

（平成 30 年 3 月策定） 

都の無電柱化事業の今後 10 年間（平成 30 年度から平

成 39 年度まで）の基本方針や目標を定めた計画です。 

新宿区基本構想 

（平成 19 年 12 月策定） 

平成 37（2025）年の新宿を想定し、区の基本理念、

めざすまちの姿、まちづくりの基本目標、区政運営の基

本姿勢を示しています。 

新宿区総合計画 

（平成 29 年 12 月策定） 

平成 30（2018）年度～平成 39（2027）年度の 10

年間を計画期間として、基本構想を実現するための区の

基本的施策の方向性や、都市計画に関する基本的な方針

等を体系的に示しています。 

新宿区まちづくり長期計画 

（平成 29 年 12 月策定） 

これまでの「都市マスタープラン」を見直し、新たに

「まちづくり戦略プラン」を加えて「まちづくり長期計

画」として平成 29（2017）年 12 月に策定され、今

後の新宿区におけるまちづくりのロードマップとなって

います。 

新宿区地域防災計画 

（平成 29 年度修正） 

自助・共助・公助の適切な連携により、防災力の向上を

図り、区の地域及び住民の生命・身体・財産を災害から

守ることを目的として、災害対策基本法第 42 条に基づ

き、新宿区防災会議が作成した防災計画です。 

新宿区交通バリアフリー 

基本構想 

（平成 17 年 4 月策定） 

誰もが、公共交通機関をつかった移動をし易くするため

の交通バリアフリー化を進める必要があり、「高齢者、身

体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促

進に関する法律」に基づき、新宿区における交通バリア

フリーの基本構想を示しています。 

新宿区景観まちづくり計画 

（平成 2８年 3 月改定） 

区民にとっても、また、新宿を訪れる人にとっても、歩

くのが楽しくなる、『美しい新宿』をつくっていくため、

地域特性に応じた景観形成基準を定め、特色ある景観づ

くりを誘導するための計画として定めています。 

 


